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八王子で恒例のギンナン拾いを実施します

毎年恒例の秋の風物詩となり今年で１７回目を迎える甲州街道（国道２０号）の「ギンナン拾い」を開催し

ます。毎年多くの皆様方（昨年度は約２００名参加）に参加して頂いています。

当日は当方で道路の清掃やイチョウ並木の剪定等で事前に集めたギンナンの実を、皆さんにお持ち帰りいた

だくことができます。

甲州街道（国道２０号）の追分町交差点から高尾駅前交差点間（４ｋｍ）には、多摩御陵の造営を記念して

昭和４年に植えた約７７０本のイチョウがあり、このイチョウ並木は八王子市の天然記念物に指定されていま

す。

毎年秋になるとイチョウ並木によって大量の落葉・落実等が発生します。道路の維持管理の為、この時期は、

多くの清掃が必要となっています。（補足資料１参照）

剪定や清掃に対する地域住民の皆様のご理解とご協力をお願いするため、

（１）案内看板により事前に作業日を周知しています。

（２）清掃作業はこれまで夜間に実施していましたが、朝には落ち葉が散乱している状態であったことから、

清掃時間を昼間に変更することで、生活時間帯に道路を快適に利用出来る様にしております。

以上の様に、道路の維持管理を効果的に行うため工夫を行っています。（補足資料２参照）。

今回行うギンナン拾いにより、地域住民の皆様には歴史ある甲州街道の道路景観に親しみながら、秋の気配

を感じて頂くとともに、道路の維持管理に理解を深めていただき、ギンナンの処分量の低減を図ります。

１．日 時：平成２２年１０月２４日（日）

１０：００～１１：００（小雨決行）

ギンナンが無くなり次第終了します（詳細は別紙１）

２．場 所：八王子市東浅川町 陵南会館跡地

（国道２０号多摩御陵入口交差点南側（下り線側））

３．注意事項：①手袋や持ち帰り用の袋は各自ご持参ください。

②雨天中止の場合は、当日午前８時３０分以降、

以下のホームページにてご確認ください。 （去年の様子）

相武国道事務所ＨＰ： http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/index.htm

③事前・当日の受付は必要ありません。直接現地にお越しください。（無料）

④会場にはトイレ･駐車場はありません。また足元が滑りやすいのでご注意ください。

４．取 材：当日は自由に取材が可能です。
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別紙１ ギンナン拾いの概要について

■ 「ギンナン拾い」概要

日時 ： 平成２２年１０月２４日（日曜日）10:0 ～ 11:00 小雨決行

ギンナンが無くなり次第終了します

場所 ： 八王子市東浅川町 陵南会館跡地多摩御陵入り口交差点南側（下り線側）

注意事項： ① 手袋や持ち帰り用の袋は各自ご持参ください。

② 雨天により中止の確認は、１０月２４日午前 8 時 30 分以降、

相武国道事務所ホームページにてご確認ください。

ＨＰ ： http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/index.htm

③ 事前・当日の受付は必要有りません。直接現地にお越しください。（無料）

④ 会場にはトイレ･駐車場はありません。

また足元が滑りやすいのでご注意下さい。

■ 実施場所位置図

出典：「電子国土」 URL http://cyberjapan.jp/

■ 昨年の様子

～昨年実施したギンナン拾いの様子（約 200 名の方が参加）～



イチョウ並木の景観剪定について

補足資料１

平成２２年度以降

相武国道事務所では、景観に配慮し計画的にイチョウの剪定を
行っています。

道路脇の樹木が大きくなり枝が張ってくると、信号や標識が見づらくなったり、
台風や強風時に枝が折れたりして大きな交通事故につながる危険性があります。
みなさんに安心で快適な道路環境を提供するため、計画的にイチョウ並木の剪定
（せんてい＝木の発育を促したり、木の形を整えること）を行っています。

また樹形についても、デザインに配慮し景観を損なわないよう剪定を行ってい
ます。



夜間時の清掃作業

移行

昼間時の清掃作業

落葉の清掃作業の時間帯の変更について

今までは、道路交通に配慮して夜間清掃を行っていました
が、清掃を夜間に行っても、朝には落ち葉が散乱しており、
清掃の効果が全く見られない状況となっていました。

そのため、「目に見える」作業を目指し、関係諸機関の協
力や、近隣住民の方々への清掃作業への理解と協力をお願い
し、清掃作業の時間帯を昼間に変更しています。

補足資料２－１



補足資料２－２

道路清掃実施にあたり、事前に案内の看板を設置する事によ
り周辺住民の方々に道路清掃の理解と協力をお願いしています。

落葉の清掃作業の事前周知について


